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農林水
産省

1030010

水田農業経営確立
対策に関わる生産
調整の緩和につい
て

主要食糧の需給及
び価格の安定に関
する法律第２条第２
項、米政策改革大
綱第３の２、米政策
改革基本要綱第Ⅱ
部第１の２、米の数
量調整実施要綱第
５

米の需給調整システムについ
て、早ければ平成１９年度から
農業者・農業者団体が地域の
販売戦略に基づき自主的・主
体的に需要に応じた生産を行
う姿を構築する。このため、平
成１６年度からの当面の需給
調整においては、国は、食料・
農業・農村政策審議会の助言
の下、各都道府県産米の需要
実績を基礎とした都道府県別
の生産目標数量を設定する。
これを受け、都道府県・市町村
は第三者機関的な組織の検
討・助言を受けつつ、需要に応
じた米づくりの観点から、市町
村別・農業者別の生産目標数
量を設定する。

Ｅ

米政策改革の下での需給調整においては、需
要に応じた米づくりが促進されるよう、地域の
実情に沿った創意工夫を活かした手法により
生産目標数量を配分する仕組みとしたところで
ある。
　ご提案にあるような、トキの野生復帰を成功
させる為、休耕している水田に稲の作付をし、
トキの餌場作りと住処作りに活用する必要があ
る場合、その水稲を収穫するとなれば、他の水
田で生産した米と同様の扱いとなることから、
その必要量について配分を受けることにより対
応が可能となると考える。
　このように、現行の生産調整の仕組みにおい
て、市町村から応分の生産目標数量を配分す
ることは可能であるため、市町村等地域の関
係者の間で十分な話し合いを行っていただきた
いと考えている。

貴省回答には「その水稲を
収穫するとなれば」とある
が、トキの餌場作りのため
休耕田に作付けした稲に
ついて、収穫しないのであ
れば、生産目標数量の範
囲に含まれないと理解して
良いか。提案主体の意見
も踏まえ、再度回答された
い。

トキ放鳥の為の餌場作りを取り入れることを念頭に、ト
キ，衣食住特区を申請しています。しかしながら、国が推
し進めている米政策　需給政策等の、よく判らない法律
の為に、農地を休耕しているのが現実です。トキの餌場
は水田です。休耕地ではないはずです。一刻も早く、農
地で自由に耕作ができるよう、関連する法律　法令等を
廃止してもらいたいです。廃止して頂けない場合、トキの
野生復帰やトキの餌場作りができないので、トキの放鳥
に賛成はできません。

　トキの餌場作りのため休耕田に作付けした稲につい
て、収穫せず、生産調整扱いとなる取組としては、しめ縄
等工芸用、果樹園・菜園及び畜舎の敷料等に用いる青刈
り稲が考えられるが、この場合、市町村長に水稲生産実
施計画書を提出する時期（通常、５～６月頃）までに青刈
り稲に関する利用計画を策定する必要がある。
　いずれにせよ、米政策改革の下での需給調整について
は、県段階、地域段階において、地域の実情に沿って、
創意工夫を活かした手法により生産目標数量を配分する
仕組みとしたところであり、米として収穫される可能性の
ある作付けの扱いについては関係者の間で十分な話し
合いをおこなってきいただきたいと考えている。

 
耕作地、生産
調整の緩和

個人

農林水
産省

1030020
農業振興地域の整
備計画の変更に係
る同意要件の廃止

農業振興地域の整
備に関する法律第１
３条第４項

農用地区域からの除外に当
たっては、農業振興地域整備
計画の変更が必要であり、そ
の変更に当たっては市町村は
都道府県知事に協議し、その
うち農用地利用計画について
は同意が必要である。

C

農業振興地域整備計画の変更は１カ所の土地
の除外についてのみ検討して行うものでなく経
済事情の変動等による変更の必要性を農業振
興地域整備計画全体について検討して判断す
るものである。
都道府県知事との同意を要する協議は、市町
村の整備計画と、国の指針に基づき都道府県
が策定している農地確保等の方針や広域的な
農業振興施策との整合を図り、①都道府県内
の農業の振興という都道府県の責務を確保す
るとともに、②国民への食料安定供給のため
の優良農地の確保という国の責務を確保する
ために、必要な最小限の手続きであり、廃止す
ることは困難である。
また、総合規制改革会議の第３次答申におい
ても農地利用規制の厳格化を求められている
ところであり、この答申を尊重する旨閣議決定
されているところである。

 
都道府県知事
による同意要
件の廃止

兵庫県稲
美町

 

農林水
産省

1030040

農地所有者以外の
者による特定農地
の使用収益権の設
定

特定農地貸付けに
関する農地法等の
特例に関する法律
第２条第２項

特定農地貸付けは、都市住民
等に対し、小面積の農地を非
営利目的で短期間貸し付ける
場合に農地法第３条の特例を
認める制度である。

Ｄ－
１

　国民の余暇の増大や価値観の多様化に伴
い、農業者以外の人々の中に野菜や花を栽培
し、自然に触れ合いたいという要請が高まった
のを受け、平成元年に「特定農地貸付けに関
する農地法等の特例に関する法律」を制定し、
都市住民等でもレクリエーション目的で農地を
借り受けて利用できる制度を設けているので活
用されたい。
　なお、本法律は今国会（第１６２回国会）にお
いて改正を行い、地方公共団体又は農業協同
組合に限定されていた市民農園の開設主体
（特定農地貸付けの実施主体）を、これら以外
の者でも可能としたところである（平成17年９月
１日施行予定）。

　

市民利用型農
園促進特区に
より、農業者
以外の者に特
定の農地につ
いて使用収益
権を付与す
る。

ニュービ
ジネス研
究所、日
本ニュー
ビジネス
協議会連
合会

農林水
産省

1030030

農業振興地域の整
備に関する法律施
行令第8条にかか
る8年の緩和

農業振興地域の整
備に関する法律施
行令第８条 、（農業
振興地域の整備に
関する法律第１３条
第２項第４号）、（農
業振興地域の整備
に関する法律第第１
３条第３項第２号）、
（農業振興地域の整
備に関する法律施
行規則第４条の４第
２７号）

農用地区域からの除外に当
たっては、市町村の農業振興
地域整備計画の変更が必要
である。

C

農用地等以外の用途に供することを目的とし
て農用地区域内の土地を農用地区域から除外
するために行う農業振興地域整備計画の変更
に際し、その一つの要件として当該土地が土
地改良事業完了後８年を経過したものであるこ
とを定めている。これは、公共投資により得ら
れる効用の確保を図る観点から定められてい
るものであり、補助金返還を前提とした８年の
要件緩和は困難である。
また、農業振興地域整備計画の策定は、土地
改良事業等の農業振興に関する施策を計画
的に推進することを旨として行うものとされてお
り、農業振興のために土地改良事業を実施し
たにもかかわらず、その効用が十分に果たさ
れる前に、補助金を返還さえすれば農業振興
地域整備計画の変更が安易にできるということ
を制度化することは、計画制度として適当では
ないと考えている。

提案者は、町内企業の工
場拡張計画地が当該工場
に隣接する農振農用地区
域の農地であるが、他に適
切な代替地がなく、当該工
場が土地手当ができないこ
とを理由に町外に移転する
こととなれば、町の雇用や
税収に甚大な影響を与え
ることとなることから、町の
振興策上やむを得ず、農
用地区域からの除外がで
きないか要望しているもの
であり、農用地区域の除
外、転用に際しては、当該
農地所有農家の同意を得
るとともに、裨益した補助
金等については返還する
旨、申し出ているものであ
る。このような、町の振興
策上やむを得ない場合な
ど限定的な利用について
所有農家の同意や補助金
等の返還を条件として提案
を実現できないか検討し、
再度回答されたい。

　農業振興地域整備計画は、市町村が農用地等として利
用すべき土地の区域を定め、その区域内の農用地等に
ついて農業振興施策を計画的に推進するものである。
　したがって、市町村の定めた整備計画に基づき農業振
興のための土地改良事業を実施した農地について、その
効用が十分に果たされる前に補助金を返還さえすれば
計画を変更し工場に転用できるということを制度化するこ
とは、農業振興のための計画制度として適当ではないと
考えている。
　なお、土地改良事業完了後８年未経過の農地であって
も、農村工業導入等農業者の雇用促進のために工場を
建設する場合や、地域の農業振興に資する施設で農業
振興整備計画の達成に支障がないものについては、農
振整備計画の変更が可能とされている。
　また、工場のような都市的施設については、農業振興
地域ではなく市街化区域へ立地することが適当であり、
工業・準工業区域（市街化区域）に接している地域であれ
ば、市街化区域への編入について検討すべきではない
か。

兵庫県稲
美町

補助金返還を
する代わりに8
年を適用しな
い。
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　農業協同組合法第１０条第５項に規定する宅
地等供給事業は、同法に基づき組合員の委託を
受けて行う営利を目的としない事業であり、法に
基づき定められる宅地等供給事業実施規程に
は、事業の実施方法等を定め、行政庁の承認を
必要とするものであり、農業協同組合は同法第８
条に営利を目的とし事業を行ってはならないとさ
れている。さらに、行政庁は宅地等供給事業に
ついて、必要に応じて報告の徴収、検査を行い、
当該規程に違反すると認めるときは必要な措置
を命ずることができるところである。
　このような法的枠組に基づいて実施され、遊休
化や投機的な土地取得につながるおそれが少な
いことから、例外的に認めているところである。

農林水
産省

農林水
産省

1030050

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
規則第６条の２「再
生利用に係る特例の
対象となる一般廃棄
物」、食品リサイク
ル法第２０条「廃棄
物処理法の特例」

食品循環資源の再
生利用等の促進に
関する法律（食品リ
サイクル法）第２０条
「廃棄物処理法の特
例」

食品関連事業者から委託を受
けた一般廃棄物の収集運搬
業者が、食品循環資源の再生
利用等の促進に関する法律に
基づく登録や認定を受けた事
業場へ運搬する場合には、当
該食品廃棄物の荷降ろしにつ
いての市町村の許可を不要と
する。

Ｃ

　提案は、効率性の高い収集・運搬を実現し、
食品に係る資源の有効な利用確保、食品に係
る廃棄物の排出の抑制を図ると言う食品リサ
イクル法の目的に合致するものであるが、環境
省所管の廃棄物処理法の規制に関わる問題
であることから、農林水産省が所掌する権限の
範囲内のみで判断することはできない。
　なお、ご指摘の食品リサイクル法は、見直し
規定に基づき、平成１８年度には法の施行状
況を検証する必要があることから、環境省等共
管各省と調整しつつ、合理的な食品リサイクル
のあり方について議論して参りたい。

平成18年度に予定されて
いる食品リサイクル法の見
直しの際に、当該提案を含
め検討されると解して良い
か。

　食品リサイクルの推進に資するものであれば、附則規
定に基づく法の施行状況の検証対象として排除する考え
はない。具体的な課題等については、食品リサイクル法
を共管する各省とも調整の上、検討していく考えである。

 

一定の条件のも
とで一般廃棄物
の収集運搬及び
積替施設の許可
を不要とする。
（下記仕様車を収
集運搬委託先に
製造させて収集
運搬及び積替の
委託を行うケー
ス）。
（条件の例示）・
食材運搬車に食
品廃棄物専用の
冷凍室を設置し
て食品廃棄物の
飛散、流出、悪臭
漏出を完全に防
止する。
・食品廃棄物専
用の冷凍室を積
替施設として使
い、同上の機能
をもつもの。

日本ﾆｭｰ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合
会

宅地分譲のための宅地造成を目的とする農地
転用は、住宅等の建設まで行わず土地の造成
のみを行うものであり、最終的な土地利用の形
態ではないことから、造成後に土地が遊休化
する可能性が高く、また、転用を行った事業者
自らがその後の土地利用を行わないものであ
り、投機的な土地取得につながるおそれがあ
ることから、原則として認めないこととしてい
る。
　ただし、事業の目的、事業主体、事業の実施
地域等からみて、事業後に建築物等の施設の
立地が確実であると認められる一定のものに
ついては、例外的に認めている。例えば、都市
計画法第８条第１項第１号に規定する用途地
域、集落地域整備法に基づく集落地区計画の
区域など一定の区域で行う場合や地方拠点法
などの地域整備法に基づいて宅地造成事業を
行う場合等には、事業主体を問わず、認めて
いるところである。
　なお、農業協同組合（以下「組合」という。）が
行う宅地分譲のための農地転用については、
①組合は、営利を目的として事業を行わないこ
と、②当該農地転用は、農業協同組合法第１０
条第５項の規定に基づき組合員の委託を受け
て行う宅地等供給事業であること、③宅地等供
給事業は、農業協同組合法第１１条の２９の規
定に基づき宅地等供給事業実施規程について
行政庁の承認を受けて実施するものであるこ
と、④行政庁は宅地等供給事業について、必
要に応じて報告の徴収、検査を行い、当該規
程に違反すると認めるときは必要な措置を命
ずることができるなどの法的枠組に基づいて実
施されるものであり、造成後に遊休化するおそ
れや、投機的な土地取得につながるおそれが
少ないことから、例外的に認めているところで
ある。

1030060

農地法で規制され
ている、農地転用
を宅地のみ分譲の
場合も、農協同様、
民間業者にも認め
る。

農地法第４条第２項
第３号、農地法施行
規則第５条の１６第
５号、農地法第５条
第２項第３号、農地
法施行規則第７条
の５第５号

土地造成のみを目的とする農
地転用は、農地転用許可基準
上、原則転用を認めていな
い。

Ｃ、
Ｄ－
１

弊害防止措置などの代替
措置を講じた上で提案が
実現できないか再度検討
し、回答されたい。
なお、農協による宅地分譲
において、転用を受けた宅
地が住宅以外に利用され
たことはないのか併せてご
教示願いたい。

　本提案は、民間事業者が行う宅地分譲のための農地
転用を可能とするものであるが、例えば、都市計画法第８
条第１項第１号に規定する用途地域、集落地域整備法に
基づく集落地区計画の区域など一定の区域で行う場合
や地方拠点法などの地域整備法に基づいて宅地造成事
業を行う場合等には、事業主体を問わず民間事業者も認
めているところであり、提案の趣旨は実現できる。
　なお、農業協同組合法第１０条第５項に規定する宅地
等供給事業の内容には、住宅以外に工場などその他の
施設の用地造成も含まれるところである。

貴省回答によれ
ば、農業協同組合
の行う宅地等供給
事業は、農業協同
組合法に基づき、
組合員の委託を受
けて行う営利を目
的としない事業であ
り、法に基づき定め
られる宅地等供給
事業実施規程に
は、事業の実施方
法等を定め、行政
庁の承認を必要と
するものであるとの
ことから、農業協同
組合は営利を目的
とし実施しているも
のではないと理解し
て良いか。

（社）長野
県宅地建
物取引業
協会　長
野支部
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置
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見
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類」の
見直し

「措置
の内
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規制の特例
事項の内容

提案主
体名

ないしは場内に入場している取引先行きの便に積込まな
ければならない。この場合の場内に持ち込んでよいのか
どうか、の部分については、平成16年6月改正の卸売市
場法後も曖昧である。今回の提案が受け入れられた場
合、全く品質の違う同じ産地の同じ商品が一部の仲卸の
みで扱われることになる。当該市場の卸会社も黙認する
わけには行かず、その商品を出荷する、自社で取引のあ
る産地業者には品質の改善や量目の安定的な出荷を要
請すると考える。こうなってくると現在のような浜値の「品
質」にかかわらない均一化は影を潜め、「品質」による浜
値の上下が大きくなる。そうすれば漁師も量をとることよ
り品質を重視し始める。良い物を水揚していた漁師にし
ても最高の品質を求め始めるので全体に品質が上がる
と同時に浜値も上昇し、残り少ない天然の資源の有効利
用に少しでも役立つのでは、と考える。

農林水
産省

1030070

　提案者は、自らの市場に
おいて卸業者が１社のみと
なり、ニーズに即した仕入
れが困難になっていること
から提案に至ったものであ
り、開設者の許可を受けて
販売が可能なことについて
は、突発的に起こる当日の
入荷量過多や相場の下落
に対応できないこと等を指
摘した上で提案をしている
ものである。このため、
①突発的な事案も含めて
開設者の許可を受けること
が可能であるとの回答であ
るが、提案者が特に求めて
いる突発的な事案の場合
に、どのようにすれば対応
が可能なのか具体的にご
教示願いたい。
②法施行規則第２８条各号
のうち、仲卸業者が開設者
から許可を受けて買い入
れている場合がどの程度
あるのか。
③だぶつきにより値崩れを
起こすとあるが、セリ後に
他市場から仕入れることが
なぜ適正な価格形成を阻
害するのか。
以上の点及び提案者の意
見並びに、特区制度にお
いて多様化する水産物へ
の国内需要を踏まえた漁
港施設運営の特例が講じ
られていること等を踏まえ
た上で再度検討し、回答さ
れたい。

開設者及び開設者
に対する周知徹底
の方法、スケジュー
ル等について回答
ありたい。

卸売市場法第４４
条の緩和、卸売市
場法施行規則第２
８条の緩和

卸売市場法第４４
条、卸売市場法施
行規則第２８条

1 卸売市場法第４４条の規定
により、中央卸売市場の仲卸
業者は、自市場の卸売業者か
ら買い入れることが困難な場
合であって、農林水産省令で
定める基準に従い各中央卸売
市場の業務規程で定めること
ろにより、開設者が当該中央
卸売市場における取引の秩序
を乱すおそれがないと認めた
とき以外は、自市場の卸売業
者以外の者から取扱物品を買
い入れて販売することは禁止
されている。
２　上記の卸売市場法第４４条
の農林水産省令で定める基準
として、卸売市場法施行規則
第２８条において、次のいずれ
かの要件を満たしていることが
規定されている。
(1)仲卸業者が買い入れて販
売しようとする品目、数量、買
入れの相手先等を自市場の
開設者に申請して許可を受け
ていること。
(2)複数市場の卸売業者が連
携して卸売の業務に関する契
約を締結し、当該契約に基づ
いて他の市場の卸売業者から
物品を買い入れて販売する場
合で、当該契約で買入れの対
象となる品目、数量の上限等
が定められており、卸売業者
が当該契約に基づく卸売が市
場における取引の秩序を乱す
おそれがない旨の開設者の承
認を受けていること。
(3)仲卸業者が農林漁業者等
及び食品製造業者等とあらか
じめ国産農水産物を活用した
需要の開拓に関する契約を締
結し、当該契約に基づいて当
該農林漁業者等から物品を買
い入れて販売する場合で、当
該契約で買入れの対象となる
品目、数量の上限等が定めら
れており、仲卸業者が当該契
約に基づく買入れが市場にお
ける取引の秩序を乱すおそれ
がない旨の開設者の承認を受
けていること。

D-1

(1) 卸売市場法施行規則第２８条第１号の規定による許
可申請については、例えば、計画集荷が可能で入荷状況
を事前に把握できるような場合にも対応できるよう、事前
申請による運用を併せ行っている開設者もあるが、この
ような開設者も含めて、制度上、自市場の卸売業者から
だけでは仲卸業者が必要とする物品を確保することがで
きないという事案が突発的に発生した場合も、その都度、
機動的に申請し、当該開設者の許可を受けることが可能
である。（現に、大多数の開設者でこのような運用が行わ
れているところである。）
　　実態として、突発的な事案に係る申請事例がほとんど
上がってこないという市場もあると聞いているが、こうした
市場にあっても、制度上は、突発事案に際して、その都
度申請することが可能であるので、このような趣旨に沿っ
た運用が行われるよう、農林水産省としても開設者及び
関係者に対して周知徹底を図っていきたいと考えている。
(2) さらに、自市場の卸売業者からだけでは実需者の
ニーズに応じた物品が品質面も含めて確保できない場合
は、卸売市場法施行規則第２８条第１号に該当し、開設
者の許可を得て、「卸売業者から買い入れることが困難
なものを当該中央卸売市場の卸売業者以外の者から買
い入れて販売」することは可能であり、現行制度は、提案
主体の意見にある、「卸売業者が実需者のニーズに応じ
た物品を十分に集荷できていない」という現状にも対応で
きる仕組みとなっている。
(3) 本規定に基づき、仲卸業者が自市場の卸売業者以外
から買い入れて販売している比率は、全国の中央卸売市
場の水産物部の仲卸業者の場合、平成１５年度では金
額ベースで６．３％となっているところである。
(4) なお、仲卸業者による他市場からの物品の買い入れ
が完全に自由化されれば、例えば、仲卸業者がせり終了
後に物品を残品として安価に買い叩くことを意図して、積
極的にせりに参加しない事態も想定され（このような状況
も、市場関係者の間では往々にして現実に生じ得る事態
として認識されている。）、その結果、卸売市場の公正な
価格形成に支障を来す可能性が十分想定できることから
も、最低限の歯止めとして開設者の許可に係らしめてい
るところである。
(5) また、民間事業者の資金・能力を活用した漁港施設
の機能高度化を図るために、特区制度により、行政財産
である漁港施設の民間事業者への貸付に係る規制緩和
を行ったところであるが、本提案については、現行制度の
下でも提案主体の要望に対応することが可能である。

弊社が今回の提案に至ったそもそもの理由は、量的確保
の問題ではなく、現在の消費者が食品を選ぶ際に最も重
要視する（参照
http://research.goo.ne.jp/Result/0407cl282/01.html図
3）品質（鮮魚については鮮度、脂乗り、色合い等の身質
と、正確な1ケースあたりの重量での出荷などの人的資
質）の問題である。現在の市場流通において卸事業者
は、一産地同一商品については一業者からの入荷を原
則としているような事象が多々見受けられる。同じ産地業
者からの商品が自市場に日々入荷している場合は、良い
品質の物を扱う別の業者からの商品を自市場に「呼び込
む」ようなことは「長年の付き合い」などと称し、しない体
質であるように見受けられる。突発的に発生する事案に
ついては、別紙添付スキャナ文面を見ていただければ理
解いただけると考えるが、天然の物なので、突然大量に
水揚、上場される場合も多々あり、その商品に対して事
前申請が基本であるため水揚げ、または上場時点で申
請していては間に合わない。しかも、来月分を今月に申
請しなければならないので、これでは事後の申請は出来
ても事前の申請は無理と考える。現在でも、仲卸は同品
質の物が入荷している場合は自市場で手当てをするの
が原理原則であるので市場自体、自市場卸会社自体を
否定する提案ではない。ただ、自市場で十分な物品が確
保されている（している）というのは卸事業者側の見解で
あり、仲卸、売買参加者、ひいては取引先量販店の見解
ではない。現在の消費者の動向が「少し価格が高くても
良い品質の物を適正価格で」という方向に変わってきて
いるにもかかわらず、上記にあるように、市場全体として
は変わろうとしていない。変化に対応して行けない業態
は取り残されていくのは必須である。また仲卸事業者は、
特に中央市場では山形中央、高知中央を除けば最低で
も10社以上あり、1仲卸事業者が特定の商品を自市場で
仕入れなかったとしても数％にしかならない。また「場外
仕入」をした商品については、横の取引（同市場仲卸事
業者同士の取引）を禁止する条項を盛り込めば人為的な
価格操作を事前に阻止できると考える。あくまでも目的は
自社取引先への販売であり、卸事業者の業務遂行を妨
げる物であってはならないと考える。仲卸の経営体質改
善が取りざたされる中、場外に事業所を設けられるの
は、資産や担保余力のある仲卸だけであり、その他は排
除されることになる。また場外で荷受をしても、結局は場
内に持ち込んで販売する、

　中央卸売市場において仲卸業者が卸売業者
以外から買い入れて販売する場合の開設者の
許可について、卸売市場の入荷量が極端に少な
い場合や仲卸業者の求める品質の生鮮食料品
等が入荷されない場合等突発的な事案の発生
に際しては機動的かつ適切な運用が求められる
ものであること等を内容とする通知を発出する。

B-1

市場仲卸が自
社のユーザー
向けに販売す
ることを目的
に、他市場仲
卸から商品を
買入れることの
実質自由化

有限会社
鮮魚の達
人

１　仲卸業者が自市場の卸売業者からだけで
は必要とするだけの量を確保できない場合に
あっては、現行制度下においても、突発的な事
案も含めて、開設者の許可を受けて他市場の
仲卸業者から物品を買入れて販売することは
可能である。
２　なお、仲卸業者が自市場の卸売業者以外
から買入れる行為は、自市場内で十分な物品
が確保されているにもかかわらず、他市場から
買入れることにより荷がだぶつき値崩れを起こ
すなど人為的な価格操作につながる可能性も
十分あり得るので、公正な価格形成を行うとい
う中央卸売市場の基本的な機能を維持するた
め、必要最低限の歯止めとして開設者の許可
に係らしめているものである。
３　また、平成１６年６月の卸売市場法改正に
おいて、仲卸業者の市場外における業務の大
幅な規制緩和が行われ、これにより、仲卸業者
は、これまで禁止されていた市場外に事業所を
設け、これを介して物品を買入れて販売する行
為が法律上、制限なく自由に行えるようになっ
たことからも、本提案については、現行法の下
でも十分対応可能と考えている。
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農林水
産省

農林水
産省

①国，都道府県，市町村段階を経て配分される生産目標
数量は，事実上の規制である。
　国，都道府県，市町村段階と各段階において様々な要
素を考慮し，配分される生産目標数量に対して，一市町
村の取り組みを反映することは極めて困難であることか
ら，これは事実上の規制にあたる。
②県段階や市町村段階で論議し，生産目標数量の配分
設定をすべき問題ではない。
本県においては，新潟県米政策改革推進協議会が「売
れる米づくり」商業・産業ベースの観点から，独自の生産
目標数量の配分取組として「実需者との結びつき枠」，
「多様な品揃え枠」を設定し，需用の開拓確保に積極的
に取り組んでおり，実績を上げている。しかしながら，本
提案は商業・産業ベースで論議し，生産目標数量を設定
するのではなく，子どもたちを始めとして，家庭，保護者
等，地域全体の公共の福祉・利益に資する取り組みを目
指すものであり，県・市町村段階で生産目標数量を配分
設定し対応する趣旨には適合しない。
③将来に渡る米消費の持続的拡大を目指す取り組みで
ある。
　本提案を実施した場合にあっても，短期間に米の消費
拡大が図られるものではなく，味覚形成の重要な時期で
ある児童，生徒に「実体験」で，視覚，味覚，嗅覚から感
じ取ってもらい，家庭での米飯食回数の増加や，成人後
もここで身につけた食習慣を継続することにより米消費
拡大につなげるものである。即ち長期的な視点に立って
の，消費拡大に対しインセンティブを与えるものであり，
ただちに生産目標数量に反映されるものではない。
④本提案による負担の軽減，地産地消の推進，日本型
食生活の定着に伴う健康増進効果
本提案により，地場産優良品質米と既存の給食米「統一
（基準）米」との差額に対する市町村等補助金の導入や
保護者負担の増加，農業団体の負担が必要となってい
る状況が改善される。また，米飯供給回数を増加させる
とともに，給食で利用する野菜や，その他農産物の供給
をすすめ，地産地消の拡大を図ることが可能であること
に加え，日本型食習慣を将来に渡り継続することによっ
て，肥満防止，成人病予防等が図られ，健康増進，医療
費の軽減につながると考える。

　米飯給食については、全国各地で地産地消等の取組
が行われていることについては承知しているが、米が過
剰基調にある中で、米飯給食用であることをもって生産
調整扱いとすれば、それに相当する数量が他で主食用
等として生産され、余剰分として発生することとなり米の
需給の均衡を失わせることにつながることをご理解いた
だきたい。
　一方で、需要の減少傾向が続くことが見込まれる状況
の中、米の需給均衡を図るための取組の一環として米の
消費拡大を図っていくことは重要な課題と考えているとこ
ろである。このため、主食用等水稲として生産される米穀
の消費拡大が図り得ることが確実であるものとして認めら
れるものについては、消費純増策として認定する仕組み
を設けているところである。したがって、米飯給食につい
ても、供給数量が増加するのであれば、消費純増計画を
地方農政事務所等に提出し、認定を受ければ、当年産の
生産目標数量が補正（増加）されることとなる。
　　いずれにせよ、米政策改革の下での需給調整につい
ては、県段階、地域段階において、地域の実情に沿っ
て、創意工夫を活かした手法により生産目標数量を配分
する仕組みとしたところであり、関係者の間で十分な話し
合いを行っていただきたいと考えている。

Ｄ－
１

　貴見のとおり、都道府県知事が定めた審査基準に適合
する場合には、森林法第10条の2第2項の規定により、同
条第1項の許可をしなければならないとされている。

①消費純増策として扱われる米の数量は２カ
年間に限定されている。
　本市においても，米の消費拡大の一手法と
して消費純増策に取り組んでいるところであ
る。しかしながら，消費純増策の学校給食米
への供給に関しては，一点目として前回提案
させていただいた内容のとおり，農外からの
補助や負担等の問題が解決されなければ，
円滑な米飯給食米の供給が難しいこと，二点
目に消費純増策の生産目標数量の補正（増
加）は，米飯給食利用数量の上限がある中
で，当年純増（増加）分の補正が２ヵ年間に限
定されているため，継続して学校給食米への
供給を進めようとしても，経年の中で段階的
に補正に反映されない数量が発生するため，
取り組みを進める際の障害となっている。
②県段階や市町村段階で論議し，生産目標
数量の配分設定をすべき問題ではない。
　県段階の話し合いでは，一市町村の取組み
を県内市町村の配分数量に反映することは，
他市町村の配分数量を減少することになるた
め全体合意を得ることは困難である。また市
町村段階で配分数量を設定する時点におい
ては，生産（目標）数量が直接農業所得につ
ながり農業経営を大きく左右することとなるた
め，子どもたちを始めとして，家庭，保護者
等，地域全体の公共の福祉・利益に資する取
組みの重要性を個々の農業者レベルでは十
分に認識するにしても，やはり全体の合意を
得ることは大変困難である。
③全国の先進モデルたりうる「食育推進都市
にいがた」を形成するための取組みである。
　食育基本法が施行され，食と農が果たす人
間形成への役割とその重要性が再認識され
る中で，このたびの提案は今後の米消費や稲
作農業構造を本市から改善し，子どもたちの
健やかな成長に向けて全国の先進モデルた
りうる食育推進都市を目指した，新たな学校
給食米供給手法を展開する取組みであること
をお汲みとりいただきたい。

①　米飯給食については、新潟市のみならず全
国各地で食育の観点からも地産地消等の取組と
一体的に行われており、このような取組を推進し
ていくことの重要性は理解しているが、これまで
も説明しているとおり、米が過剰基調にある中
で、米飯給食用であることをもって生産目標数量
の外数扱いとすれば、それに相当する数量が他
で主食用等として生産され、余剰分として発生す
ることとなり米の需給の均衡を失わせることにつ
ながることをご理解いただきたい。
②　現在の都道府県別の生産目標数量の算定
は、都道府県別の需要実績を基礎に算出してい
るが、米飯給食により消費された数量もこの需
要実績に含まれていることから、生産目標数量
にも米飯給食の実績が反映されているところで
ある。
③　したがって、米飯給食用の米生産について
は、県段階や市町村段階で議論し、生産目標数
量の配分設定により対応していただきたいと考
えている。実際に、全国において、学校給食用と
して生産目標数量を別枠で配分し、低価格で供
給してもらっている事例もあり、新潟市において
も創意工夫を活かした配分手法について、関係
者と協議していただきたい。
④　なお、消費純増策のタイプ１（学校給食への
供給）については、当該年度の供給予定数量が
前々年度の供給数量を上回る場合に限り、その
上回る数量を申請してきた各年度ごとに認定し
ているところであり、消費純増策として扱われる
米の数量を２ヵ年間に限定しているものではな
い。

昭和30年
代村企画
株式会社

現行法では、地
域森林計画の対
象となっている民
有林における開
発行為に関して、
都道府県知事の
許可を受ける必
要がある。森林
の土地の保全に
著しい支障を及
ぼすおそれが少
なく、かつ、公共
性が高いと認め
られる事業で省
令で定めるもの
の施工として行う
場合は、許可申
請が義務付けら
れていないが、こ
れを一般の民間
事業者による公
益性の高い事業
にも適用し、林野
庁等への届出に
より許可を得られ
るようにする。

＜規制法令等＞主
要食糧の需給及び
価格の安定に関す
る法律第２条第２
項，米政策改革大綱
第３の２，米政策改
革基本要綱第Ⅱ部
の第１の２，米の数
量調整実施要綱第５
及び第６＜規制緩和
の内容＞学校給食
に地場産優良品質
米を一定レベルの低
価格で供する場合に
限り，米の生産調整
において，米の生産
目標数量の外数とし
て扱う特例の新設＜
規制緩和による効果
＞①地産地消の推
進：地場産米の供給
のほか，給食で利用
する野菜や，その他
の地場農産物の供
給をすすめる。②食
育の推進：給食への
供給を通じ，市内農
業，米，日本型食習
慣への理解を深め
る。③米の消費拡
大：米飯供給回数を
増加させ，家庭での
米飯食回数の増加
や成人後の米消費
の拡大につなげる。
④負担の軽減：優良
米を低価格で供給
することにより，負担
軽減を図る。

新潟県新
潟市

1030080

学校給食に供する
地場産優良品質米
の生産調整上の特
例

主要食糧の需給及
び価格の安定に関
する法律第２条第２
項、米政策改革大
綱第３の２、米政策
改革基本要綱第Ⅱ
部第１の２、米の数
量調整実施要綱第
５

米の需給調整システムについ
て、早ければ平成１９年度から
農業者・農業者団体が地域の
販売戦略に基づき自主的・主
体的に需要に応じた生産を行
う姿を構築する。このため、平
成１６年度からの当面の需給
調整においては、国は、食料・
農業・農村政策審議会の助言
の下、各都道府県産米の需要
実績を基礎とした都道府県別
の生産目標数量を設定する。
これを受け、都道府県・市町村
は第三者機関的な組織の検
討・助言を受けつつ、需要に応
じた米づくりの観点から、市町
村別・農業者別の生産目標数
量を設定する。

Ｅ

平成１６年４月の改正食糧法の改正に伴い、規
制については計画流通制度の廃止等により必
要最小限としており、また、米政策改革の下で
の需給調整においては、需要に応じた米づくり
が促進されるよう、地域の実情に沿った創意工
夫を活かした手法により生産目標数量を配分
する仕組みとしたところである。
　御提案のような地場産米を米飯給食に供給
することについては、地域の米の需要量という
観点からは、通常の米と同様に消費されてい
るので需要としてカウントせざるを得ないと考え
ている。
　他方、本件については、現行の生産調整の
仕組みにおいて、都道府県段階から市町村段
階へ応分の生産目標数量を配分することは可
能であるため、都道府県等の関係者の間で配
分も含め十分な話し合いを行っていただきたい
と考えている。
　なお、このような取組が促進され、米の需要
の拡大が図られた場合は、生産目標数量に反
映される仕組みとなっている。

右提案主体の意見を踏ま
え、提案内容を実現するた
めにはどうしたらよいかと
いう立場で再度検討し、回
答されたい。

右提案主体の意見
を踏まえ、再度検
討し、回答された
い。

1030090

地域森林計画の対
象となっている民有
林における開発行
為の許可申請の簡
素化

森林法

地域森林計画の対象森林に
おいては１haを超える開発行
為を行う場合には、都道府県
知事の許可を受けることが必
要。
都道府県知事は、森林の現に
有する災害の防止や水源のか
ん養、環境の保全等の機能の
観点から審査し、特に支障が
ない場合は、許可しなくてはな
らない。

C

　森林の土地の形質の変更に当たっては、災
害の防備等の森林の有する公益的機能の発
揮に大きな支障が生じないよう、都道府県知事
の審査を受け、許可を得ることとされている。
仮に、この許可制を届出制に改め、森林の有
する公益的機能の発揮に対する支障の有無を
問わないこととすれば、開発行為に起因して土
砂の流出・崩壊その他の災害の発生のおそれ
等が生じることから、対応困難である。
　なお、一定の基準を満たし災害の防備等の
森林の有する公益的機能の発揮に大きな支障
がないと認めるときは、都道府県知事は申請を
許可しなければならず、本提案の内容は県の
審査基準を満たす内容となっているとされてい
ることから、申請すれば当然に許可されること
となり、規制の特例措置を講じなくとも事業の
実現に支障はない。
　また、森林の土地の保全に著しい支障を及
ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高い事業
で省令で定める事業を実施する場合には許可
を要しないこととなっているが、これは事業を所
管する行政庁において十分指導することを前
提とするもので、これらの事業を実施しようとす
るときは、その行為の内容が許可基準に適合
するものとなるよう、予め、都道府県と連絡調
整をとることとしており、許可基準に適合しない
開発行為を認める趣旨ではない。

提案の内容については、
県の審査基準を満たす場
合には、申請すれば許可さ
れると解して良いか。
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省庁名
管理
コード

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置
の
分
類」
の
見
直し

「措
置
の
内
容」
の
見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制の特例
事項の内容

提案主
体名

　  

農林水
産省

1030100
有色米を生産調整
から除外する規制
緩和措置の適用

主要食糧の需給及
び価格の安定に関
する法律第２条第２
項、米政策改革大
綱第３の２、米政策
改革基本要綱第Ⅱ
部第１の２、米の数
量調整実施要綱第
５

米の需給調整システムについ
て、早ければ平成１９年度から
農業者・農業者団体が地域の
販売戦略に基づき自主的・主
体的に需要に応じた生産を行
う姿を構築する。このため、平
成１６年度からの当面の需給
調整においては、国は、食料・
農業・農村政策審議会の助言
の下、各都道府県産米の需要
実績を基礎とした都道府県別
の生産目標数量を設定する。
これを受け、都道府県・市町村
は第三者機関的な組織の検
討・助言を受けつつ、需要に応
じた米づくりの観点から、市町
村別・農業者別の生産目標数
量を設定する。

Ｅ

米政策改革の下での需給調整においては、需
要に応じた米づくりが促進されるよう、地域の
実情に沿った創意工夫を活かした手法により
生産目標数量を配分する仕組みとしたところで
ある。
　有色米については、その消費形態が、通常
の米の代替又は混合等によって食すこととなる
ことから、需要としてカウントせざるを得ないと
考えている。
　他方、本件については、現行の生産調整の
仕組みにおいて、市町村から個々の農業者の
取組に配慮した生産目標数量を配分すること
は可能であるため、市町村等地域の関係者の
間で配分も含め十分な話し合いを行っていた
だきたいと考えている。
　なお、このような取組が促進され、米の需要
の拡大が図られた場合は、生産目標数量に反
映される仕組みとなっている。

右提案者主体の意見につ
いて検討し、回答された
い。

現行の生産調整の仕組みにおいて、市町村から個々の
農業者の取り組みに配慮した生産目標数量を配分する
事は可能である為、市町村等地域関係者の間で配分も
含め十分な話合いを行って頂きたいとの事であるが。
我々の希望するのは生産調整から除外して欲しいので
あって十分な解答ではない。有色米だから条件無しで全
て販売出来るわけではありません｡販売するにはそれな
りの販売努力・生産履歴などが必要です｡生産者は販売
先に年間販売量を約束します。供給量・品質などを約束
するのです｡しかしながら農産物の生産は天候の影響を
まともに受けて増減します｡工業製品のような計画生産は
不可能なのが農産物なのです｡この為に減反している部
分に販売量を担保する為に作付けを行いたいのです｡販
売機会を逃さない事は経営安定のためにも必要な事で
す。普通の商習慣なら当たり前の事です｡豊作の場合の
余剰リスクは農家の負担なのは当然です｡

　全国各地において有色米の生産・販売が行われている
ことは承知しているが、有色米の消費形態が、通常の米
の代替又は混合等によって食されており、また、米が過
剰基調にある中で、これを生産調整扱いするとなれば、
それに相当する数量が他で主食用等として生産され、余
剰分として発生することとなり、米の需給の均衡を失わせ
ることにつながることをご理解いただきたい。
　　いずれにせよ、米政策改革の下での需給調整につい
ては、県段階、地域段階において、地域の実情に沿っ
て、実需との結び付きを反映するなど創意工夫を活かし
た手法により生産目標数量を配分する仕組みとしたとこ
ろであり、関係者の間で十分な話し合いを行っていただき
たいと考えている。

古代米(赤米・
緑米・黒米)は
一般の米と容
易に区別でき
一般の米と利
用形態が異な
る事から減反
対象から除外
する。

(有)ジェ
イ・ウィン
グファー
ム、(有)
フォレスト
ファーム、
ＮＰＯ法人
ＴＩＥＳ２１
えひめ

農林水
産省

米政策改革の下での需給調整においては、需
要に応じた米づくりが促進されるよう、地域の
実情に沿った創意工夫を活かした手法により
生産目標数量を配分する仕組みとしたところで
ある。
　有色米については、その消費形態が、通常
の米の代替又は混合等によって食すこととなる
ことから、需要としてカウントせざるを得ないと
考えている。
　他方、本件については、現行の生産調整の
仕組みにおいて、市町村から個々の農業者の
取組に配慮した生産目標数量を配分すること
は可能であるため、市町村等地域の関係者の
間で配分も含め十分な話し合いを行っていた
だきたいと考えている。
　なお、このような取組が促進され、米の需要
の拡大が図られた場合は、生産目標数量に反
映される仕組みとなっている。

Ｅ

中山間地域における
離農離村が深刻化す
る中、今後さらに、地
域の特性にあう売れる
作物づくりをより積極
的に進める必要があ
るという考えのもと、菊
池市では、平成16年
度から地域の特性に
あう売れる作物の導
入を農業生産法人（３
セク）等と連携しなが
ら、積極的に行ってい
る。そのような中、近
年健康志向による需
用の増加から、新たな
有望作物として有色米
（古代米）づくりを平成
18年度から本格的に
行うこととし、新たな特
産品開発（モノづく
り）、都市と農村の交
流（ファンづくり）、農業
担い手の確保育成（ヒ
トづくり）を通じた、持
続可能な農業・農村づ
くりに向けて取り組み
を進めたいと考えてい
る。しかしながら、現行
制度では、有色米は
米の生産数量の対象
となることから、米政
策改革関連要綱・要
領（生産目標数量等
の決定手続等）の運
用では限界があり、現
実的に有色米の積極
的な普及・推進への取
り組みが困難な状況
が見込まれる。地域を
限定し、必要に応じて
一定の条件を付しな
がら、米の数量調整
実施要綱に示されて
いる「生産確定数量の
外数として扱う米穀の
取扱い」に有色米を追
加するなど、本要綱の
変更を行い実際的に
有色米を生産確定数
量の外数として位置づ
けることが出来れば、
持続可能で強い農業・
農村づくりや本要綱の
趣旨である「農業者・
農業者団体が主役と
なるシステム構築」に
大いに資するものであ
ると考える。

1030100
有色米を生産調整
から除外する規制
緩和措置の適用

主要食糧の需給及
び価格の安定に関
する法律第２条第２
項、米政策改革大
綱第３の２、米政策
改革基本要綱第Ⅱ
部第１の２、米の数
量調整実施要綱第
５

米の需給調整システムについ
て、早ければ平成１９年度から
農業者・農業者団体が地域の
販売戦略に基づき自主的・主
体的に需要に応じた生産を行
う姿を構築する。このため、平
成１６年度からの当面の需給
調整においては、国は、食料・
農業・農村政策審議会の助言
の下、各都道府県産米の需要
実績を基礎とした都道府県別
の生産目標数量を設定する。
これを受け、都道府県・市町村
は第三者機関的な組織の検
討・助言を受けつつ、需要に応
じた米づくりの観点から、市町
村別・農業者別の生産目標数
量を設定する。

熊本県菊
池市
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省庁名
管理
コード

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置
の
分
類」
の
見
直し

「措
置
の
内
容」
の
見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制の特例
事項の内容

提案主
体名

集落営農の法人化が他県と比べ遅れている本県におい
て、担い手としての集落営農の確保が緊喫の課題であり
ます。法人化に時間と労力がかかることからも、法人設
立の準備段階である特定農業団体が農業経営を行うこ
とができることで、担い手としての集落営農の確保・育成
が期待されるため、条件付き（例えば３年間の限度を定
めるなど）であっても新たな利用権設定というメリットを特
例的に特定農業団体に付与するよう再考願います。

農林水
産省

1030120
給食残渣を養豚業
者が処理する際の
規制緩和

該当なし 該当なし Ｅ 　　　
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関わる
提案であり、農林水産省の所掌ではない。

提案者は、農林水産省が
取りまとめた飼料自給率向
上に向けた行動計画を指
摘した上で、食品残渣飼料
化推進のための提案をし
ているものであり、食品残
渣飼料化の推進について
は、農水省の所掌である。
単に所掌外とするのではな
く、例えば食品リサイクル
法に基づく特例など、提案
内容が実現できないか具
体的に検討し、回答された
い。

　　再検討要請は、食品リサイクル法における廃掃法の
特例の拡大を求めるものと理解するが、学校給食から発
生する残渣は、現行の食品リサイクル法の対象となって
いない。このため、特例適用を検討するためには、まず､
学校給食を食品リサイクル法の対象に追加するという規
制対象の拡大を行う必要があるが、これは特区制度の趣
旨に反する。
　なお、当省として､給食残渣の飼料化には積極的に取り
組んでいただきたいと考えており、本提案は､現行の廃掃
法の枠内で実行可能と推察されることから、既存制度の
活用を検討いただきたい。

「廃棄物の処
理及び清掃に
関する法律」等
に規定している
収集運搬及び
処分業の許可
がなくても、各
学校の給食残
渣を養豚業者
が処理すること
を可能にする。

東京都福
生市

農林水
産省

1030130

小規模な場外馬券
発売所等の基準緩
和及び届出制への
移行

競馬法施行令第2
条、第17条の7
競馬法施行規則第
59条
農林水産省告示(平
4.12.21農林水産省
告示第1309号)
競馬法施行令の一
部を改正する政令
等の施行について
（昭58.11.1農林水産
事務次官通達）
競馬法施行令の一
部改正について（昭
29.9.27　農林事務次
官通達）

競馬場外の設備の設置使用と
するときは申請書を農林水産
大臣に提出し、その承認を受
けなければならない。その際、
競馬場外の設備の設置につい
て、地域社会との調整が十分
に行われていない場合には、
設備の設置の承認を行わない
こととなっている。

検討
中
〔Ｃ〕

Ⅲ又
はⅣ

　 愛知県の提案のような小規模場外について
は、その態様を踏まえた上で、地域社会に与え
る影響等を考慮しつつ、場外設備の所在地を
管轄する都道府県の長により地域社会と十分
な調整が確保される場合には、設置基準を緩
和する方向で関係機関と協議中。

右提案主体の意見を踏ま
え、関係機関と協議の上、
早急に回答されたい。

提案の趣旨は、地方競馬の再建のため、地方競馬の小
規模場外に限った措置を求めるところにあることを斟酌
の上、地域社会との十分な調整について知事が確認した
場合には、基準を緩和するよう前向きなご検討をお願い
したい。

愛知県の提案のような小規模場外については、その態様
を踏まえた上で、地域社会に与える影響等を考慮しつ
つ、場外設備の所在地を管轄する都道府県の長により地
域社会と十分な調整が確保される場合には、設置基準を
緩和する方向で関係機関と協議中。

右提案主体の意見
を踏まえ、関係機
関と協議の上、早
急に回答されたい。

関係機関と協議中とのことであるので、当初
提案及び先に提出した意見の趣旨を踏まえ
て、早期にご対応いただけるよう、引き続きご
検討をお願いしたい。

A-1 Ⅲ

　地方公共団体が、小規模場外設備について、
競馬場に隣接するなどの地域における特性によ
り、周辺地域で文教上及び保健衛生上著しい支
障を来すおそれがなく周辺環境と調和しているこ
と等を認めて、告示で定める施設基準への適合
性(地域社会との十分な調整を含む。）等につい
て、書面により確認した場合は、「競馬法施行規
則第５９条に基づく場外設備の位置、構造及び
設備の基準」を満たしたものとみなす。
  これにより、農林水産大臣は当該施設の設置
を承認することができる。

地方競馬の主
催者がその関
係地方公共団
体の区域内に
設置する小規
模な場外馬券
発売所等につ
いては、設置
基準を緩和す
るとともに、現
行の承認制度
を届出制に改
められたい。

愛知県

農林水
産省

①　農用地利用改善事業は、農用地の効率的
かつ総合的な利用を図るため、一定の地縁的
なまとまりのある地域において、集落機能の活
用等を通じて関係農業者等の合意のもとに作
付地の集団化、農作業の効率化、農用地の利
用関係の改善等を政策的に促進しようとするも
のであるが、本制度によらなければこのような
取組みが行い得ないという規制の要素は全く
ない。したがって、農地の利用集積の観点から
地域独自の取組みを実施することをなんら規
制するものではない。
②　平成１５年の農業経営基盤強化促進法に
おいて位置付けた「特定農業団体制度」は、農
業の構造改革を促進し、望ましい農業構造の
実現に資する観点から、担い手が不足してい
る地域における担い手育成を政策的に促進す
るものとして設けられたものであり、本制度に
よらなければこのような取組みが行い得ないと
いう規制の要素は全くない。したがって、農地
の利用集積の観点から地域独自の取組みを
実施することをなんら規制するものではない。
③　特定農業団体は、農業経営基盤強化促進
法第２３条第４項に基づき農業生産法人となる
ことが確実であると認められるものではある
が、法人格を有しない任意組織であることか
ら、農地の賃借権等の権利を取得することは
できない。
なお、このような法人格を有しない団体の場合
には、その財産の所有形態は構成員の共有と
なることから、農地法第３条の許可要件を満た
せば、構成員による共有名義で農地の賃貸借
等の権利を取得することが可能である。

①、②について
　農用地利用改善事業は、地方公共団体が独自に予算・
税制措置などを講ずることを何ら規制するものではなく、
提案者はその提案内容実現のため自主性を発揮し、国
の助成に頼ろうとせず、地域の特性に応じた予算・税制
措置を講じることなどにより、集落営農組織の育成・確保
に取り組んでいただきたい。
　また、「構造改革特別区域基本方針」（平成１５年１月２
４日閣議決定）においては、「国があらかじめ何らかのモ
デルを示したり、従来型の財政措置による支援措置を講
じることに期待するのではなく、「自助と自立の精神」を
持って「知恵と工夫の競争」を行うことにより、地域の特性
に応じた特区構想を立案する」と規定されており、国の予
算・税制措置を利用するための要件緩和について特区提
案することは、当該基本方針に反すると思われる。
　以上のことから、再検討要請は受け入れられない。
　なお、農用地利用改善事業の実施の単位として適当で
あると認められる区域の基準は、市町村が自ら策定する
基本構想において定めることとされており（農業経営基盤
強化促進法第６条第２項第４号）、離島半島等の状況を
踏まえて区域の設定を行い、地権者の２／３以上の同意
を得られる範囲で事業区域を定めることにより、農用地利
用改善事業を活用することは可能である。
③について
　特定農業団体制度は、担い手が不足している地域にお
いて、法人化の準備段階にある農作業受託組織を「担い
手」として位置付けることをその目的としている。
　仮に、利用権（賃借権）の設定による農業経営を行うた
め法人格が必要ということであれば、特定農業団体に法
人格が備わった特定農業法人制度が既に整備されてい
るので、これを活用いただきたい。

　

①、
②
Ｅ
③
Ｄ－
１

①、②農用地利用改善団
体は、農業経営基盤強化
促進法に基づき、農用地
利用改善事業の準則とな
る農用地利用規程を定め、
市町村の認定を受けること
ができる。また、特定農用
地利用規程については、
特定農業団体の同意を得
て農用地利用改善団体が
定めるものである。農用地
利用改善事業が、当該団
体の自主的な取組であると
しても、市町村は、計画を
認定した上で、それを促進
する事業などを実施するも
のであり、また、特定農業
法人に対する課税の特例
など、特定農用地利用規
程を定めていなければ利
用できないものもある。こ
のような制度は、構造改革
特区制度の検討対象に含
まれるものである。
　また、農水省では、食料・
農業・農村基本計画におい
て、今後、農業経営に関す
る各種施策を担い手に集
中的・重点的に実施するこ
ととしており、提案者は、そ
の対象となり得る特定農業
法人や特定農業団体を推
進するため、要件の緩和を
求めているものである。
以上の点及び提案者の意
見を踏まえ要件の緩和に
ついて検討し、再度回答さ
れたい。
③提案者は現行制度にお
いて、特定農業団体が利
用権（賃借権）設定による
農業経営ができないことは
踏まえた上で、新たな法体
制の整備を求めているもの
である。提案者の意見を踏
まえ、例えば法人格を有し
ないことが権利を取得でき
ない理由であるならば、法
人格を付与することができ
ないか検討し、再度回答さ
れたい。

①集落営農の法人化が他県と比べ遅れている本県にお
いて、担い手としての集落営農の確保が緊喫の課題であ
ります。また、農業経営における水田への依存度の低い
こと、出入作が多いこと、法人化へのアレルギー等の理
由により、集落の合意形成、土地利用調整が進んでいな
い状況の中で、その対策として、農用地利用改善事業に
ついては、非常に有効かつ効果的な制度であり、本県と
しても積極的に取り組むべきと考えております。しかし、
農用地利用改善事業を行う「農用地利用改善団体」とな
る要件として、「地権者の２／３以上が構成員であること」
とあり、非常に高いハードルとなっています。そこで、特例
措置として「地権者の構成員要件を１／２以上」と緩和す
ることにより「農用地利用改善団体」を設立しやすくするこ
とで、農業生産法人の設立を促進し、集落営農の担い手
確保を図るものであります。本制度によらない取り組みも
あることは十分承知するところでありますが、離島半島を
多く抱える本県の状況をお汲みいただき再考をお願いし
ます。
②集落営農の法人化が他県と比べ遅れている本県にお
いて、担い手としての集落営農の確保が緊喫の課題であ
ります。また、農業経営における水田への依存度が低い
こと、出入作が多いこと、法人化へのアレルギー等の理
由により、集落の合意形成、土地利用調整が進んでいな
い状況の中で、「特定農業団体制度」については、非常
に有効かつ効果的な制度であり、本県としても積極的に
取り組むべきと考えております。しかし、「特定農業団体」
となる要件として、「実施区域内の農用地の２／３につい
て利用の集積を目標を有することが必要」とあり、非常に
高いハードルとなっています。そこで、特例措置として「農
用地の利用集積を目標を１／２」と緩和することにより「特
定農業団体」を設立しやすくすることで、農業生産法人の
設立を促進し集落営農の担い手確保を図るものでありま
す。本制度によらない取り組みもあることは十分承知する
ところでありますが、離島半島を多く抱える本県の状況を
お汲みいただき再考をお願いします。
③農業経営基盤強化促進法に基づく特定農業団体が利
用権（賃借権）設定による農業経営ができる法体制の整
備の提案を行い、「特定農業団体は法人格を有しないた
め、賃借権等の権利を取得することはできない」という回
答でありました。今回の提案については、特定農業団体
の設立促進による集落営農の育成を図るものであり、現
行の法体制での対応方法は理解した上での、提案であり
ます。特定農業法人が設立されていないなど、

国が策定した食
料・農業・農村基
本計画では、認定
農業者をはじめと
する担い手が少な
い地域において、
地域農業を維持す
る集落営農の推進
を図る必要がある
ことから、認定農
業者と経営の実体
を有する集落営農
が施策を集中化・
重点化する担い手
として位置づけら
れた。このような
中、耕作放棄地面
積率が全国でも最
も高い長崎県にお
いては、集落の合
意形成や農業経営
における水田への
依存度が低い、出
入作が多い、法人
化へのアレルギー
などにより土地利
用調整が進んでい
ないことなどの理
由で、経営の実体
を有する集落営農
と位置づけられる
農業経営基盤強化
促進法に基づいた
「特定農業団体」
や「特定農業法
人」は現在設立さ
れていない状況に
あり、本県農業の
4割を占める水田
の保全や有効利用
を図るためにも、
農業経営基盤強化
促進法に基づく集
落営農の担い手の
確保・育成が喫緊
の課題となってい
る。そこで、特定
農業法人及び特定
農業団体の設立を
促進するため、集
落の合意および農
地利用集積の目標
に係る要件等の緩
和を提案するもの
である。

1030110
集落営農の担い手
確保促進構想

① 農業経営基盤強
化促進法第２３条第
１項
　農業経営基盤強
化促進法の運用に
ついて第５の１
② 農業経営基盤強
化促進法第２３条第
６項第１号
　農業経営基盤強
化促進法の一部を
改正する法律の運
用について第２の１
の（２）
③　該当条文なし

①　農用地利用改善団体は、
当該地区内の農用地につき所
有権その他使用収益権を有す
る者の３分の２以上がその構
成員となっていることが必要

②　特定農業団体は、実施区
域内の農用地の３分の２につ
いて利用の集積をする目標を
有することが必要

①、
②
Ｅ
③
C

長崎県
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省庁名
管理
コード

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置
の
分
類」
の
見
直し

「措
置
の
内
容」
の
見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制の特例
事項の内容

提案主
体名

農林水
産省

1030150

山林の手入れ不足
による山地荒廃を
防止する為に私権
制限を含んだ山林
手入れなどの土砂
災害防止支援措置

森林法

保安林では、その指定の目的
や立地条件等に応じて伐採の
限度等を指定施業要件として
定めている。

D-1

　保安林においては、過度の伐採が行われたり、伐
採後に必要な植栽がなされなければ森林の健全性を
損なうこととなる一方、その内容いかんによっては財
産権の過剰な制限となることから、それぞれの保安林
の指定の目的や立地条件等に応じて伐採の限度等
を指定施業要件として定めている。
　指定施業要件に関しては、平成１４年４月にその基
準を規定した政令等を改正し、間伐の限度について
は、立木材積の２０％から３５％に引き上げ、また植
栽の樹種についても、クヌギ、ナラ等の高木性の広葉
樹やシラカバ、ヤマザクラ等の趣のある林相を構成す
る樹種等の幅広い樹種を定めることができることとし
ており、順次個々の保安林ごとの指定施業要件を変
更してきているところである。具体的な間伐等の計画
があり、早急に施業を行う必要がある場合には、指定
施業要件の変更について県に相談願いたい。
　なお、他人の山林を手入れする法整備については、
森林所有者等による施業が行われない場合に施業を
する意欲のある者へ権利移転等の協議の勧告を行う
仕組や、荒廃した森林の整備を都道府県が行うこと
につき地権者の受忍の義務を課すことができる仕組
が森林法において措置されている。

他人の山林を手入れする
場合における森林法の措
置について、提案主体の
意見を踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

他人の山林を手入れする法整備は森林法において措置
されているとのことですが、中央構造線上にある愛媛県
に於いても昨年は短期間に降った集中豪雨による土砂
崩れが多発しました｡特に新居浜市・西条市の被害は想
像をはるかに越えるものでした｡手入れ不足の谷筋にあ
る人家の場合柔軟な発想による対策が急がれます｡早急
な対策が必要な場合は集落ごと避難させることも必要で
す｡人命・財産の避難対策をした上で息の長い山の手入
れを実施する権限・予算を市町村に委譲することを提案
します｡

　森林所有者等による施業が行われない場合、施業をす
る意欲のある第三者への権利移転等の協議を実施すべ
き旨の勧告を行う制度が森林法により設けられており、
市町村は、当該第三者として、権利移転等に関する協議
の相手方となることが想定されている。
　なお、市町村は、既に森林整備に関する補助事業の実
施主体となっているとともに、森林所有者等による整備が
進みがたい森林について市町村が整備を行う場合には、
国による予算上の優遇措置も講じられている。

手入れ不足等
により荒廃した
人工林の間伐
を推進する為
には、特に保
安林の指定施
行要件の伐採
率の上限を緩
和すると共に
指定樹種も広
葉樹等も可能
なよう緩和し水
源涵養、土砂
流出防止機能
の高い森林と
して整備する。

(有)ジェイ・
ウィング
ファーム、(有)
フォレスト
ファーム、ＮＰ
Ｏ法人ＴＩＥＳ
２１えひめ

農林水
産省

1030160
新規農業後継者受
入支援・条件緩和
措置

農地法第３条第２項
第５号、農地法施行
規則第３条の４、農
林水産省関係構造
改革特別区域法第
二条第三項に規定
する省令の特例に
関する措置及びそ
の適用を受ける特
定事業を定める省
令第２条

農地等の権利移動の許可に
ついては、取得後の農地等の
面積が、原則として５０アール
（知事が別に定めている場合
はその面積）以上となることが
要件となっている。
また、この知事が設定する別
段の面積については、耕作放
棄地等が多い地域にあって
は、構造改革特区の認定を受
けることにより、設定基準にか
かわらず、地域の判断でより
柔軟に引き下げることも可能と
なっている。

D-4

中山間地域等にみられる耕作放棄地が多く、
担い手が不足している地域については、既に
認められている農地の下限面積の緩和の特区
により実現可能。
なお、この特例は９月に全国展開される予定で
ある。

右提案主体の意見につい
て検討し、回答されたい。

中山間地域等にみられる耕作放棄地が多く、担い手が不
足している地域については、農地の下減面積の緩和の
特区により実現可能で今年９月から全国展開するとの
事、地域活性化のきっかけになると思います｡しかし新規
就農者と地域農業者が協働する持続型営農の仕掛けが
必要です。中山間地営農組合・法人などを設立し農産物
の加工販売・直売所を市内の複数の法人で協働運営し
て行く仕掛けや消費者に信頼される農産物を提供してい
くハード・ソフト面での立上支援措置も併せてお願いしま
す｡

「提案主体からの意見」欄の後段の御意見は、単に財政
支援を求める内容であり、検討の対象とはならないと考
えます。

なお、御要望の内容は、強い農業づくり交付金等既存の
事業で対応可能と考えられますので、最寄りの市町村に
御相談下さい。

新規就農時の
営農用農地の
取得面積(５反
を１反に変更)
の地域を指定
した条件の緩
和　(中山間地
域等に限定)

(有)ジェイ・
ウィング
ファーム、(有)
フォレスト
ファーム、ＮＰ
Ｏ法人ＴＩＥＳ
２１えひめ

農林水
産省

1030170
農地転用許可の特
例

農地法第４条第１
項、第２項

農地を転用する場合には、農
地法の規定に基づく許可が必
要である。
農地転用許可基準上の第１種
農地に区分される優良農地の
転用については、原則として
許可しない。

Ｃ、
Ｄ－
１

本提案は、農地転用許可基準上、第１種農地
と区分される農地で工場建設を行おうとするも
のであるが、第１種農地は生産性の高い農業
の実現という観点から確保・保全することが必
要な優良農地であることから、転用は原則とし
て認められない。

　なお、農村地域工業導入法に基づき、あらか
じめ土地の農業上の利用との調整を行って策
定した工業等導入地区において工場等を整備
する場合や、地域の農業従事者の相当数を安
定的に雇用することが確実な工場を建設する
場合等で、他法令の許認可が得られるなどの
事業の確実性及び周辺農地への被害防除措
置など所要の要件を満たせば、第１種農地に
おいても例外的に転用を認めることとしており、
現行制度で要望の趣旨は実現できる。

「第1種農地」に
分類される農地
について、転用は
法律等で厳しく規
制されているが、
農業においても
少子高齢化、後
継者不足等諸問
題を抱え苦慮し
ているところであ
る。
特区区域の農地
について、工場用
地に転用できるよ
う規制の緩和を
願う。

㈱マサオ
カ、エンジ
ニアリン
グサービ
スジャパ
ン

7/10
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省庁名
管理
コード

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置
の
分
類」
の
見
直し

「措
置
の
内
容」
の
見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制の特例
事項の内容

提案主
体名

植物防疫法、
及び家畜伝染
病予防法で、
輸入動植物の
検疫は飛行場
内で行うとされ
ている。空港内
と同等程度の
病害虫の飛散
防止策等を講
じた空港周辺
の民間保税倉
庫については、
「飛行場」と同
等とみなし、輸
入植物及び輸
入肉の検疫検
査を可能とす
る。

農林水
産省

農林水
産省

１．本県としても、病害虫の飛散防止策等には万全を期
す必要があると認識しており、空港内施設と同等程度の
安全性が確保されることが、前提となると考えています。
２．現行でも、空港内での植物検疫の結果、くん蒸（消
毒）が必要とされた輸入植物について、密閉車両で搬出
し、植物防疫官の確認の下で空港外のくん蒸施設で消毒
を行うことが認められており、同様の安全対策を講じ対象
を空港周辺地域の保税倉庫に限定すれば、ご回答のよ
うに「家畜伝染病や植物病害虫の拡散リスクをより高め
る。」、「効率的な検査事務を阻害する。」ことにはならな
いと考えます。
３．そこで、提案では、次のような安全対策を「代替措置」
として提示するとともに、畜産物は、生きた家畜に比べリ
スクが少なく、速やかに禁輸措置がとられる輸入肉に限
定しました。また、具体的な安全性の審査を行うため、特
区認定申請時に関係者（県、植物防疫所成田支所、動物
検疫所成田支所、地元市町村など）による協議の場の設
置を提案しました。これら「代替措置」について、補足資
料として提出する「事業者意見」も踏まえ、貴省のご見解
を具体的にご教示願います。
４．提案した「代替措置」の概要（保税倉庫を管理運営す
る事業者が、満たす必要があると考える安全対策）
植物検疫の場合○保税倉庫は、検査に必要なスペース
と設備があり、消毒が可能な、くん蒸施設を有する。ま
た、病害虫の飛散防止のため、開口部にはネットを張る
などの施設整備をする。○移動時の病害虫の飛散防止
のため、空港外への輸送は、貨物を密閉し、植物防疫官
が確認の上、封印し密閉型トラックで行う。○検査前貨物
と検査後貨物を区別して保管し、両保管場所の間には、
病害虫が移動できないような設備が設けられている。○
植物防疫官の指示があるまで、検査前貨物の移動及び
開封を行わないこと。○対象区域は、保税倉庫が多数立
地し、かつ、万一病害虫が逸出した場合に迅速な初動対
応が可能な空港周辺地域に限定する。など　　食肉検疫
の場合○飛行機から貨物を取下ろし後、密閉状態にて迅
速に密閉型トラックに積込み輸送する。○受け入れ側の
保税倉庫では、検疫前貨物と検疫後貨物の蔵置場所を
区別し保管する。○家畜防疫官の指示があるまで、検疫
前貨物の移動及び開封を行わない。○対象区域は、保
税倉庫が多数立地する空港周辺地域に限定する。

第1種農地、第
2種農地及び第
3種農地に関し
て、農地以外
の目的で転用
することも可能
とし、街の中に
点在する農地
の遊休資産を
街の活性化、
住みよい街づく
りにつなげる。

検査場所の拡散に
よりどのように十分
な検査体制がとれ
なくなり、迅速かつ
効率的な検査を阻
害するのか客観的
な数値等を示した
上で説明するととも
に、右提案主体の
意見について事業
者の意見を参照の
上、具体的に検討
し、回答されたい。

１． 輸入農産物の増大・多様化、食の安全・
安心の確保など動植物検疫を取り巻く情勢が
変化する中、限られた人員で検疫手続  きの
迅速化に努める現場のご努力は本県も理解
しております。
２． ご回答にある、「検査場所間の移動に多
大な時間を要する」、「効率的な検査事務を阻
害」との点ですが、本県提案では、
○ 対象区域を、保税倉庫が多数立地する空
港周辺地域に限定することとしており、空港
内の植物防疫所からの距離が概ね5～10ｋｍ
以内の施設を想定しております。
○ 現在、空港外のくん蒸施設（約５ｋｍ）で消
毒が行われる際には、植物防疫官に立会い
いただいております。したがって、現状の空港
内での検査に比べて「検査場所間の移動に
多大な時間を要する」ことにはならないと考え
ています。加えて、先に補足資料として提出し
た事業者（フォワーダー）の意見にあるよう
に、
○ 植物検疫では、必要に応じて外装検査が
実施されており、空港内に点在する上屋を植
物防疫官が奔走している現状にあるが、本提
案が実現すれば到着・抽出・検査・消毒が同
一の建物で行われるので、かえって効率的な
検査が可能となると考えられる。
○ 代替措置として、くん蒸施設の保有など一
定の施設整備を求めていることから、自ずと
対象は、高い技術力と資金力を有する少数の
事業者による比較的大規模な輸入に限定さ
れる。ため、「効率的な検査事務を阻害する」
懸念もないと考えます。
３． ご回答にある「空港に送り返す必要が生
じ（た場合の）事業者の負担」の問題は、最終
的に、事業者が、特区制度を活用して事業化
する際に、見込まれる利益とコストをみて判断
すべき事項であり、特区制度においては、規
制緩和を行った場合の具体的な弊害の有無
と社会経済的効果を比較衡量し、公益性の観
点から規制緩和の是非が判断されるべきと考
えます。
４． 本提案では、安全対策の観点から、実施
に当たり関係者（県、植物防疫所成田支所、
動物検疫所成田支所、地元市町村など）によ
る協議の場を設置することを提案しましたが、
協議の場では、貴省において懸念される効率
的な検査事務といった面も含めて御議論いた
だくことに異存はありません。本県が提案した
協議の場の設置について、貴省のご見解をご
回答願います。

１　海外から輸入される農畜産物等（食肉を含む）は、鳥
インフルエンザや口蹄疫といった家畜伝染病や植物病害
虫の侵入を媒介する可能性を有していることから、動植
物検疫においては、一般の貨物とは異なり、日本側で安
全性を確認していない未検疫の農畜産物等を取扱う場所
を空港内に限定し、迅速かつ効率的な検査を実施してい
るところです。
２　貴提案の代替措置により、家畜伝染病や植物病害虫
の拡散リスクは抑制されるものと考えます。しかしなが
ら、前回の回答でも触れましたように、本提案のとおり、
空港周辺部に検査場所の指定を認めた場合、検査場所
が拡散され、家畜防疫官又は植物防疫官は検査場所間
の移動に多大な時間を要することになる上、人員面等に
おいて十分な検査体制をとることができなくなります。こ
れは、家畜伝染病や植物病害虫の侵入リスクを増大させ
るだけでなく、行政コストをさらに増大させ、効率的な検査
事務を阻害することとなり、かえって物流の迅速化に支障
をきたすことが懸念されます。さらに、空港周辺部で検査
を行い、返送となった場合、再びその貨物に拡散リスク防
止措置を施した上で空港に送り返す必要が生じ、事業者
の負担が増加することも懸念されます。
３　動植物検疫における行政サービスの役割とは、家畜
伝染病や植物病害虫の侵入防止を図ることにあります。
以上の理由から、税関手続きにおける保税地域のよう
に、空港周辺部等に広範囲に検査場所を指定することは
困難と考えます。

1030180

成田空港周辺地域
保税倉庫における
輸入植物・輸入肉
の検疫可能化

家畜伝染病予防法
（昭和二十六年五月
三十一日法律第百
六十六号）
植物防疫法（昭和二
十五年五月四日法
律第百五十一号）

我が国に輸入される動物、畜
産物等は、動物検疫所又は特
定の空港・海港内の家畜防疫
官が指定する検査場所で輸入
検査を実施している

C

１．鳥インフルエンザや口蹄疫のような悪性の
家畜伝染病や植物病害虫は、ひとたび我が国
に侵入・まん延し被害をもたらせば農畜産業
に、ひいては我が国全体の経済社会に極めて
甚大な影響を生じることは昨今の情勢からも明
らかであり、また、食の安全・安心に関する消
費者の関心が非常に高まっている中で、水際
措置の重要性はますます高まっているところで
す。
２．動植物検疫は、輸入される動物・植物又は
農畜産物等（以下「農畜産物等」という。）を介
して、こうした鳥インフルエンザや口蹄疫等の
悪性の家畜伝染病や植物病害虫が我が国に
侵入することを防止するため実施するもので
す。輸入された農畜産物等は、不用意な取り
扱いを受けることで、直接的又は人等を介して
間接的に、家畜伝染病の病原体や植物の病
害虫を散逸する可能性を有しているため、家畜
伝染病予防法及び植物防疫法において、検査
を行う場所を港又は飛行場内の家畜防疫官又
は植物防疫官が指定する場所（指定場所）に
限定するとともに、輸入後遅滞なく家畜防疫官
又は植物防疫官の検査を受けることを義務付
けることで、これらの家畜伝染病や植物病害虫
の侵入防止を図っているところです。こうした
中、空港内で検査可能な農畜産物等を、空港
外に持ち出すことは、家畜伝染病や植物病害
虫の拡散リスクをより高めることとなるため、こ
のような措置を認めることは困難であると考え
ます。
３．また、本提案のとおり、空港周辺の倉庫に
ついて検査場所の指定を認めた場合、検査場
所の拡散を招き、効率的な検査事務を阻害す
ることとなり、むしろ物流の迅速化に支障をき
たすおそれがあります。引き続き空港内施設で
の検査を維持することが、本提案の求める一
体的な物流体制整備に資するものであると考
えます。

　提案にあるとおり、税関
手続きにおいては、物流の
実態に即した形で、港湾地
区や内陸物流地点等、広
範囲の場所が保税地域と
なっているほか、貨物の性
質又は数量により税関長
が指定した場所で検査を
することが不適当な場合で
安全対策を講じた場合等
一定の場合に指定地外検
査を許可するなど、多様な
対応がなされているところ
である。輸入検査には、検
疫という役割とともに行政
サービスとしての役割も期
待されているところであると
の観点に立ち、税関同様
に、荷揚げする貨物に応じ
た工夫をすることができな
いか、また、提案主体の意
見について再度検討し、回
答されたい。

千葉県

1030190

農地転用の許可基準では、優良農地の確保を
図るため、農用地区域内にある農地は「農用
地区域内農地」、集団的に存在する農地その
他の良好な営農条件を備えている農地につい
ては「第１種農地」と区分し、原則として転用を
許可しないこととする一方、市街地の区域内又
は市街地化の見込まれる区域内にある農地に
ついては、「第２種農地」「第３種農地」と区分
し、転用を許可できるもの（第２種農地は第３種
農地に立地困難な場合等には許可）とされて
いる。この基準の運用により、優良農地の確保
を図るとともに、転用を農業上の利用に支障が
少ない農地に誘導することとしている。
　提案においては、「街の中に点在する農地」
とされていることから、当該農地は「第２種農
地」「第３種農地」に区分され転用の許可が見
込まれるものと考えられる。また、第１種農地
であっても、当該地域において居住者の生活、
業務上必要な施設を集落に接続して設置する
場合等には転用を許可することとしていること
などから、要望の趣旨は現行制度で対応が可
能と考えられる。
　なお、第１種農地等も第３種農地と同様に原
則許可できるようにすることは、土地利用の混
在化を招き、優良農地の確保や農地の効率的
な利用を図ることに支障が生ずるおそれがあ
ることから困難である。

農地転用の許可基
準を緩和し、農地を
宅地転用できる規
制緩和特区

農地法第４条第１
項、第２項
農地法第５条第１
項、第２項

農地を転用する場合には、農
地法の規定に基づく許可が必
要である。
農地転用許可基準上の第１種
農地に区分される優良農地の
転用については、原則として
許可しない。

Ｃ、
Ｄ－
１

１　動植物検疫は諸外国からの伝染性疾病及び
病害虫の侵入を防止するため、空港・港湾の水
際において強制的に検査を行い、必要に応じ対
象となる動植物の廃棄・消毒等の命令を行って
おります。

２　こうした観点から、動植物検疫の場所につい
ては、伝染性疾病及び病害虫の侵入防止の徹
底と検疫業務の迅速性・効率性を確保するた
め、輸入される農畜産物等を取り扱う場所を空
港内に限定し、厳格な管理の下で集中的に実施
しております。

３　貴提案では、成田空港から５～１０Km内の施
設で検査することを想定していますが、貴提案を
採用し、これらの施設で輸入検査申請に対応し
た場合、該当施設が２０～３０カ所になると見込
まれ、病害虫の侵入等のリスクが著しく増大する
とともに、検査官の移動時間が増加すること等に
より、輸入検査の大幅な非効率化を招きます。

４　さらに、本提案の構造改革特区が全国展開さ
れた場合は、こうしたリスクや非効率化が拡大す
るとともに、これに対応するリスク管理の強化や
検査に必要な予算、人員の大幅な増加をもたら
すこととなり、財政改革にも反します。

５　以上の理由から空港の外に検査場所を指定
することは困難です。なお、現空港内での検査に
ついては、コールドチェーンシステムへの対応等
流通実態に即した施設整備を図るとともに、より
効率的に実施できるよう不断の努力を行って参
ります。

新潟
ニュービ
ジネス協
議会、日
本ニュー
ビジネス
協議会連
合会
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省庁名
管理
コード

規制の特例事項
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該当法令等 制度の現状

措
置
の
分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置
の
分
類」
の
見
直し

「措
置
の
内
容」
の
見
直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

規制の特例
事項の内容

提案主
体名

　主要農作物種子制度は、都道府県の技術吏員
が行う審査の結果に基づき、都道府県として証
明書を交付することにより、生産者に対して種子
の来歴や良質性を保証する制度であることか
ら、ＪＡの営農指導員が行った審査結果に基づき
都道府県が審査証明書を交付することは、適当
ではないと考えています。

　しかしながら、都道府県の技術吏員の数には
限りがあり、審査事務の円滑かつ能率的な実施
を図る観点から、ＪＡの営農指導員等を審査補
助員として委嘱することができるよう措置すると
ともに、具体的なほ場審査や生産物審査の方法
等については、都道府県が自主的・弾力的に策
定できるよう、平成１１年７月に成立した地方分
権一括法（第２６５条）において措置したところで
す。

　したがって、ＪＡの営農指導員の中で、日常的
に採種事業に係る営農指導に携わられており、
審査事務に足り得る十分な知見と経験を有して
いる方がおられるのであれば、このような方々
に、審査事務の相当部分をお任せできるよう、県
が定めるほ場審査や生産物審査の方法等を見
直していただくことが重要であると考えておりま
す。

農林水
産省

○本県のほ場審査においては，従来から採
種JAの営農指導員が審査に立会しており，
事務補助を行ってきている。
 JA営農指導員の審査立会実績（H15年度）
   ・採種ほ場面積 148ha
   ・審査実施審査員人数（県技術吏員）176人
 　・JA営農指導員立会人数 94人
○営農指導員は採種生産者への日常の営農
活動を行なう中で混種防止や種子伝染性の
病害虫防除を指導しており，経験的に植物
学，病理学，育種学的な知見を県の技術吏員
と同等に有しており，審査業務を行なうことが
可能と考えられる。
　以上のことから，通常の採種圃に関する主
要農作物種子審査に係る県が行っている審
査，証明等の一連の事務について，JA等民
間機関で実施できるよう制度の見直し（当該
事務について，県知事が能力を有すると認め
る団体に対し，審査機関として指定する制度
を創設することはできないか）を再度御検討
願いたい。

C

農産物検査においては、
登録検査機関による検査
が実施可能となっており、
種子審査についても、例え
ば、ほ場審査，生産物審査
を実施するために必要な
審査技術の習得等を条件
として民間で実施すること
ができないか、提案主体の
意見を踏まえ再度検討し、
回答されたい。

①県の審査業務を担当できる技術吏員（普及関係職員）
が減少していること
②ほ場審査，生産物審査を実施するために必要な審査
技術はＪＡの営農指導員も十分習得していること
以上のことから，通常の採種圃に関する主要農作物種子
審査に係る県が行っている一連の事務について，民間で
実施できるよう制度の見直しを再度御検討願いたい。

右提案者の意見を
踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

主要農作物種子は、我が国の耕地面積の４
４％を作付ける重要な生産資材であり、地域の
気象条件等に適した優良な品種の種子の生産
及び普及を促進していく観点から、都道府県が
主体となり、
①　原原種や原種の生産・供給（法第７条）
②　種子生産ほ場の指定（法第３条）及び当該
ほ場並びに生産物の審査（法第４条）
③　審査結果に基づく審査証明書の交付（法
第７条）
を行うことにより、生産者に対して主要農作物
種子の来歴や良質性を保証する制度でありま
す。
　したがって、ほ場及び生産物の審査は、その
信頼性を確保するため、都道府県の技術吏員
が実施することとしており、ＪＡ等が審査を行
い、当該審査結果に基づいて都道府県が審査
証明書を交付することは、適当ではないと考え
ております。
　なお、これら審査事務に携わる都道府県の技
術吏員の数には限りがあることから、審査事務
の円滑かつ能率的な実施を図るため、ＪＡの指
導員等を審査補助員として委嘱するよう弾力
的な制度運用を推進しておりますので、貴県に
おかれましても、当該審査補助員制度の活用
をご検討下さい。

　種子は一般栽培農家において栽培に供され、例えば米
の場合では、播種量の約100倍の収穫物となって消費者
に供給されることから、仮に種子の品質に問題があった
場合、その影響は一般栽培農家の経営のみにとどまら
ず、広域的・社会的な問題を生ずる恐れがあります。
　このため、主要農作物の種子生産に当たっては、播種
から収穫・調製・出荷までの厳密な品質管理と、種子の
品質確保上、要となる段階において、必要な知見を有す
る者による厳格な審査が必要であると考えております。
　この種子の審査を行う者には、
①　混種を防止するため、栽培中の草型や種子の外観
形質等から、変種の有無や品種の判定を適正に行い得
ること
②　種子伝染性の病害虫等の汚染を防止するため、病
害虫の有無やその種類の判定を適正に行い得ること
が当然に求められることから、植物学、植物病理学、育
種学等に関する高度で総合的な知見を有するとともに、
判定に必要な高度な分析設備を有する者として、都道府
県の技術吏員が審査を行うことが不可欠であると考えて
おります。
　また、主要農作物種子制度は、都道府県の技術吏員が
行う審査の結果に基づき、都道県として証明書を交付す
ることにより、生産者に対して種子の来歴や良質性を保
証する制度であり、都道府県が証明を行う以上は都道府
県の技術吏員が審査を行うべきと考えます。
　なお、審査員に任命された都道府県の技術吏員が円滑
かつ能率的に審査を行い得るよう、審査員が行う事務を
補助するために必要な知識及び技術を有している者の中
から審査補助員を委嘱し、審査員の指示の下で、審査の
事前準備や審査の補助事務（最終的な合否判定は審査
員が実施する必要）を行わせることができるよう措置して
おりますので、貴県におかれましても、審査補助員制度
の積極的な活用をお願いいたします。

1030200
主要農作物種子審
査の民間開放

主要農作物種子法
（昭和２７年法律第１
３１号）

主要農作物（稲、麦類及び大
豆）の種子を生産する者から
の申請に基づき、その経営す
るほ場の農作物の審査（ほ場
審査）及び当該ほ場で生産さ
れた生産物の審査（生産物審
査）を都道府県の技術吏員が
行うことにより、優良な種子の
生産及び普及を促進。

○主要農作物
種子審査に係
る県が行って
いる事務につ
いて，民間で実
施できるよう制
度の見直しを
行うこと。

広島県
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農林水
産省

1030220
ふるさと活田特区
～ドジョウが活きる
土づくり～

構造改革特別区域
法第２７条第２項第
１号
農業経営基盤強化
促進法第４条第４項

特定法人貸付事業において参
入する法人の業務を執行する
役員のうち一人以上の者が、
その法人の行う耕作又は養畜
の事業に常時従事すると認め
られるものでなければならな
い。

D-1

一時的に農地を耕作以外の目的に利用するた
めに権利移動する場合にあっては、一時転用
としての農地法第５条第１項の許可を受けるこ
とができる｡
したがって、この場合、耕作に常時従事する役
員を置くことなく、ドジョウ生産として一時的に
水田を利用することは可能である｡

　

　耕作等に常
時従事する役
員を置かない
株式会社等が
水田を借り受
け、内水面漁
業（ドジョウ生
産）を行うこと
ができるように
するため、農業
経営基盤強化
促進法第４条
第１項及び第４
項の特例措置
を講じること。

岩手県遠
野市

住居と隣接す
る農地を雪置
場として取得す
る場合に限り、
農地の権利取
得後の下限面
積要件を適用
しない。

農林水
産省

農林水
産省

Ｅ

農地を転用するため所有権等
の権利の設定・移転を行う場
合には原則として都道府県知
事の許可が必要である。ただ
し、国、都道府県が転用する
場合や、市町村が土地収用法
該当事業のために転用する場
合等は許可不要である。

農地法第５条第１
項、
農地法施行規則第
７条

農地法第５条に基
づき取得した用地
を農地として目的
外一時使用を可能
にすること。

1030210

松山空港周辺騒音第2種区域内において環境
整備施設（緑地等）とするため松山市が取得し
た農地（以下「取得農地」という。）について、一
体的な造成等の工事が可能となるまでの間、
一時的な管理行為として、草花の植栽を行った
り、市民農園として活用することは、取得農地
の用途を恒久的に変更するものではなく、取得
農地を緑地等とする事業の一部であると考え
られ、特段の問題はないと考えられる。

　なお、取得農地を市民農園として一般市民へ
貸し付ける場合には、特定農地貸付法に基づ
く所定の手続きをとる必要があり、また、当該
市民農園は、環境整備施設に係る用地取得が
完了して一体的な造成工事が開始されるまで
の限定された期間での開設となるので、市民
農園利用者の農園利用に不都合を来さないよ
う、廃止時期の決定や他の市民農園のあっせ
ん等について十分配慮することが必要であると
考えられる。

「住宅の敷地に付随する土地
において花きや野菜等の作物
の栽培が行われている場合の
農地法の適用について」（平成
１６年３月１８日付け１５経営第
６９１９号経営局長通知）によれ
ば、花きや野菜等の作物の栽
培が行われている土地がごく
小面積であり、かつ、当該部分
の位置など住宅の敷地との関
係等から見て住宅の敷地から
独立して取引の対象となり得る
とは認められない場合であっ
て、住宅の敷地と一体のものと
して売買等を行う場合には、農
地法に規定する農地の権利移
動の許可を受ける必要はない
と解して良いか。
（なお、単に税制優遇措置を求
めるような意見については、検
討を求めない。）

1030230

特定の利用目的
（雪置場）における
農地の権利取得後
の下限面積要件の
適用除外

農地法第３条第２項第
５号　農地法施行規則
第３条の４　農林水産
省関係構造改革特別
区域法第二条第三項
に規定する省令の特例
に関する措置及びその
適用を受ける特定事業
を定める省令第２条

農地等の権利移動の許可に
ついては、取得後の農地等の
面積が、原則として５０アール
（知事が別に定めている場合
はその面積）以上となることが
要件となっている。
また、この知事が設定する別
段の面積については、耕作放
棄地等が多い地域にあって
は、構造改革特区の認定を受
けることにより、設定基準にか
かわらず、地域の判断でより
柔軟に引き下げることも可能と
なっている。

E

雪置場としての農地の利用については、農地
を耕作以外の用に供することによって農地以
外にするためのものであり、耕作の事業に供さ
れることにより農地を農地として権利移動する
場合に適用される農地法第３条第１項の規制
の対象とはならない｡
なお、ご提案の雪置場などへの利用は、農地
以外の利用になることから農地転用許可要件
に合致すれば農地転用許可を受けることで対
応可能であり、その場合は下限面積要件は課
されていない｡

本市では、平地でも２メートルを越える豪雪地帯であるた
め、雪置場としての面積は必要不可欠になっている。そ
の為、評価額の高い宅地を雪の少ない地域に比べ広く
土地を購入せざるを得ない状況となっている。その雪置
場を農地として購入することで、夏季間については、自家
用野菜栽培の為の農地として有効活用が図られる。さら
に、新たな宅地造成を考えるには、住居用面積以外の土
地は、夏は家庭菜園（農地）、冬は雪置場として利用でき
る宅地が造成され購入できれば、人口減少の抑制、そし
て定住促進に繋がっていくものと期待される。このよう
に、少しでも他地域とのハンディキャップを克服し、魅力
ある尾花沢市の実現の為、下限面積要件の緩和を再度
考慮願いたい。

　住宅の敷地に付随する土地において花きや野菜等の
作物の栽培が行われている場合の農地法の適用につい
ては、平成16年3月18日付け15経営第6919号経営局長
通知において、花きや野菜等の作物の栽培が行われて
いる土地がごく小面積であり、かつ、当該部分の位置な
ど住宅の敷地との関係等から見て住宅の敷地から独立
して取引の対象となり得ると認められない場合には、当
該部分が現に耕作されていても農地法第２条第１項の
「農地」には該当しないものと解するのが適当としたところ
である。
　したがって、このような利用が行われている土地につい
て、住宅の敷地と一体のものとして売買等を行う場合に
は、貴見のとおり、農地法に規定する農地の権利移動の
許可を受ける必要はない。

山形県尾
花沢市

　愛媛県と松山
市が、空港騒
音対策の一環
として創設した
土地買上制度
に基づき、松山
空港周辺騒音
第2種区域内
において取得
した土地（農地
等）について、
その一時使用
にあたっては、
農地法の規制
を受けないもの
とする。
　具体的に言
えば、将来、緑
地、広場等の
環境整備施設
の用に供する
ことが決まって
いる土地の一
時使用につい
ては現況農地
のまま、市民農
園等に活用で
きることとす
る。

愛媛県松
山市
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